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震災により住宅を滅失（流失）した人で、住まいがなく困っている人。

11月１日（水）〜14日（火）
・家賃は、部屋の広さや所得（入居者全員分）で異なります。
・申し込み多数の場合は、抽選となります。

町営住宅入居者募集

住宅名 部屋タイプ 募集戸数 入居者人数
志津川東①復興住宅 ２Ｋ １戸 １人以上

志津川東⑤復興住宅 ２ＤＫ １戸 １人以上
３ＤＫ １戸 ２人以上

入居条件

募集期間

【災害公営住宅】

問 建設課公営住宅管理係　☎46-1377

　国民年金保険料は、所得税および住民税の申告において全額が社会保険控除の対象となります。平成29年１月
１日から12月31日までに納付した保険料が対象です。
　社会保険料の控除を受けるためには、納付したことを証明する書類の添付が義務付けられています。
　このため、１月１日から９月30日までの間に国民年金保険料を納付した人については、「社会保険料（国民年金
保険料）控除証明書」が11月上旬に日本年金機構から送付されます。年末調整や確定申告の際には送付された証
明書（または保険料を納めたことの確認ができる書類など）の添付が必要になります。
　また、10月１日から12月31日までの間に今年初めて国民年金保険料を納付した人については、翌年の２月上旬
に送付されます。
　なお、家族の国民年金保険料を納付した場合も、社会保険料控除に加えることができますので、家族宛てに送
られた控除証明書を添付の上、申告してください。
　「社会保険料（国民年金保険料）控除証明書」についての照会は、控除証明書のはがきに表示されている専用
ダイヤルにお問い合わせください。
　国民年金一般については以下にお問い合わせください。

問 石巻年金事務所　☎0225-22-5115　町民税務課戸籍住民係　☎46-1373

社会保険料（国民年金保険料）控除証明書が発行されます
〜年末調整・確定申告まで大切に保管を〜

〈今月の年金相談会〉
【日時】11月８日（水）午前10時〜午後３時30分
【場所】南三陸町役場　１階会議室
　　※相談は石巻年金事務所へ事前予約が必要です。

　10月１日付けで佐藤富俊さんが人権擁護委員として法務
大臣から委嘱されました。任期は３年間です。よろしくお願
いします。
　現在、町では、６人の人権擁護委員が虐待や人権に関する
皆さんの相談に応じています。毎月の定期相談を役場と支
所で実施しています。今月の相談については、24ページをご
覧ください。

　かもめ虹色会議（代表：工藤真弓さん）が主催する「みんなの町民憲章
虹色アートコンクール」の今年度の大賞が決定しました。
　平成26年から始まった同コンクールは、今回で４回目を数えます。作品
の募集テーマは、町民憲章本文の全4節で、その中から１節のテーマを選
び、イラストにして応募します。
　187点の応募があった中から、今年度の各大賞が決定しました。

＋＋展示会開催＋＋
　今回応募があった全応募作品の展
示会を開催します。どの作品も力作ば
かりですので、ぜひ、ご覧ください。

【期間】11月4日（土）～20日（月）
【場所】役場１階マチドマ

新しい人権擁護委員を紹介します

佐藤富俊さん

南三陸町人権擁護委員
大　山　たつ子
錦　部　照　夫
三　浦　房　江
千　葉　雅　久
中津川　洋　子
佐　藤　富　俊

問 保健福祉課社会福祉係　☎46-2601

おらほのまちづくり支援事業

第４回みんなの町民憲章虹色アートコンクール大賞決定

テーマ
3
「
空
の
よ
う
に
澄
ん
だ
瞳
で　

川
の
よ
う
に
命
を
つ
な
ご
う
」

テーマ
１
「
海
の
よ
う
に
広
い
心
で　

魚
の
よ
う
に
い
き
い
き
泳
ご
う
」

テーマ
2
「
山
の
よ
う
に
豊
か
な
愛
で　

繭
の
よ
う
に
み
ん
な
を
包
も
う
」

テーマ
4
「
大
き
な
自
然
の
手
の
ひ
ら
に　

抱
か
れ
て
い
る
町　

南
三
陸
」

「いきいき　生きる！」
佐藤　恵美菜さん（主婦）

「緑にかこまれて」
熊谷　美優さん（志津川小６年）

「自然にかこまれる南三陸町」
三浦　あかりさん（志津川小５年）
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